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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成20年8月28日(2008.8.28)

【公開番号】特開2007-169343(P2007-169343A)
【公開日】平成19年7月5日(2007.7.5)
【年通号数】公開・登録公報2007-025
【出願番号】特願2005-365505(P2005-365505)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｂ  47/067    (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ   3/00     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 487/22     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/22     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｂ  47/067   ＣＳＰ　
   Ｃ０９Ｋ   3/00    １０５　
   Ｃ０７Ｄ 487/22    　　　　
   Ｇ０２Ｂ   5/22    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月11日(2008.7.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）；

【化１】
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（式中、Ｚ２、Ｚ３、Ｚ６、Ｚ７、Ｚ１０、Ｚ１１、Ｚ１４及びＺ１５は、同一又は異な
って、ＳＲ１、ＯＲ２、ハロゲン原子又は水素原子のいずれかを表し、少なくとも４個は
ＳＲ１又はＯＲ２である。Ｚ１、Ｚ４、Ｚ５、Ｚ８、Ｚ９、Ｚ１２、Ｚ１３及びＺ１６は
、同一又は異なって、ＮＨＲ３、ＯＲ4又はフッ素原子を表し、少なくとも１個はＮＨＲ3

であり、かつ少なくとも４個はＯＲ４である。Ｒ１及びＲ２は、同一又は異なって、置換
基を有していてもよいナフチル基を表す。Ｒ３及びＲ４は、同一又は異なって、置換基を
有していてもよいフェニル基、アラルキル基、ナフチル基又は炭素原子数１～２０個のア
ルキル基のいずれかを表す。Ｍは、無金属、金属、金属酸化物又は金属ハロゲン化物のい
ずれかを表す。）で表される
ことを特徴とするフタロシアニン化合物。
【請求項２】
請求項１に記載のフタロシアニン化合物の製造方法であって、該フタロシアニン化合物の
製造方法は、下記一般式（２）～（５）；
【化２】

（式中、Ｚ２、Ｚ３、Ｚ６、Ｚ７、Ｚ１０、Ｚ１１、Ｚ１４及びＺ１５は、同一又は異な
って、ＳＲ１、ＯＲ２、ハロゲン原子又は水素原子のいずれかを表し、少なくとも４個は
ＳＲ１又はＯＲ２である。Ｚ１、Ｚ４、Ｚ５、Ｚ８、Ｚ９、Ｚ１２、Ｚ１３及びＺ１６は
、同一又は異なって、ＮＨＲ３、ＯＲ4又はフッ素原子を表し、少なくとも４個はＯＲ４

である。Ｒ１及びＲ２は、同一又は異なって、置換基を有していてもよいナフチル基を表
す。Ｒ３及びＲ４は、同一又は異なって、置換基を有していてもよいフェニル基、アラル
キル基、ナフチル基又は炭素原子数１～２０個のアルキル基のいずれかを表す。）で表さ
れるフタロニトリル化合物を、金属酸化物、金属カルボニル、金属ハロゲン化物及び有機
酸金属からなる群から選ばれる少なくとも１種の化合物と反応させた後、得られた反応生
成物を更に下記一般式（６）又は（７）；
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【化３】

（式中、Ｒ３及びＲ４は、同一又は異なって、置換基を有していてもよいフェニル基、ア
ラルキル基、ナフチル基又は炭素原子数１～２０個のアルキル基のいずれかを表す。）で
表される化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物と反応させる
ことを特徴とする請求項１に記載のフタロシアニン化合物の製造方法。
【請求項３】
下記一般式（８）；
【化４】

（式中、Ｘ１、Ｘ４は、同一又は異なって、ＮＨＲ３、ＯＲ４又はフッ素原子を表す。Ｒ
３及びＲ４は、同一又は異なって、置換基を有していてもよいフェニル基、アラルキル基
、ナフチル基又は炭素原子数１～２０個のアルキル基のいずれかを表す。Ｘ２、Ｘ３は、
同一又は異なって、ＳＲ１、ＯＲ２、ハロゲン原子又は水素原子のいずれかを表す。Ｒ１

及びＲ２は、同一又は異なって、置換基を有していてもよいナフチル基を表す。）で表さ
れる
ことを特徴とするフタロニトリル化合物。
【請求項４】
請求項１に記載のフタロシアニン化合物と樹脂とを含んでなる近赤外線吸収材であって、
該フタロシアニン化合物の配合量は、該樹脂１００質量部に対して０．０００５～２０質
量部である
ことを特徴とする近赤外線吸収材。
【請求項５】
請求項１に記載のフタロシアニン化合物と樹脂とを含んでなる熱線遮蔽材であって、該フ
タロシアニン化合物の配合量は、該樹脂１００質量部に対して０．０００５～２０質量部
である
ことを特徴とする熱線遮蔽材。
【請求項６】
請求項１に記載のフタロシアニン化合物と樹脂とを含んでなるプラズマディスプレイパネ
ル用フィルタであって、
該フタロシアニン化合物の配合量は、該樹脂１００質量部に対して０．０００５～２０質
量部である
ことを特徴とするプラズマディスプレイパネル用フィルタ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
【化１】

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
本発明のフタロシアニン化合物は、近赤外線吸収材、熱線遮蔽材の原料として用いること
ができるものである。この場合、本発明のフタロシアニン化合物は、樹脂と配合されるこ
とになる。フタロシアニン化合物と樹脂との配合割合は、近赤外線吸収能、熱線遮蔽能を
発揮する限り特に制限されないが、フタロシアニン化合物の配合量が樹脂１００質量部に
対して０．０００５～２０質量部であることが好ましい。フタロシアニン化合物と樹脂と
の配合割合がこのようなものであると、近赤外線吸収材として用いた場合には、高い可視
光透過率を有しながら、近赤外線吸収能を効果的に発揮することができることになり、熱
線遮蔽材として用いた場合には、高い可視光透過率を有しながら、高い熱線遮蔽効果を発
揮することができることになる。
このような、本発明のフタロシアニン化合物と樹脂とを含んでなる近赤外線吸収材であっ
て、該フタロシアニン化合物の配合量は、該樹脂１００質量部に対して０．０００５～２
０質量部である近赤外線吸収材もまた、本発明の１つである。
また、本発明のフタロシアニン化合物と樹脂とを含んでなる熱線遮蔽材であって、該フタ
ロシアニン化合物の配合量は、該樹脂１００質量部に対して０．０００５～２０質量部で
ある熱線遮蔽材もまた、本発明の１つである。


	header
	written-amendment

